
所管課

【長期総合計画体系】

１　補助の目的

２　成果指標
指標①
目標値① （単位）

３　補助対象事業・補助対象者

４　補助対象（外）経費

５　補助率・補助限度額、積算根拠
50 ％ 又は 分の

６　補助期間（期間終了後の継続及び終了の判断は、必要性や成果等の検証により行う）
令和 5 年度 まで

 ＪＦ糸島青壮年部員活動は、交流事業において、消費者から見た糸島の漁業に対する印
象や考えを学ぶとともに、今後の水産業活性化に係る事業の参考となっている。加え
て、部員の結婚につながるなど、本市の漁業後継者の育成を図るため、補助金を交付す
る。

糸島市補助金設計書

農林水産課

補助金名称 ＪＦ青壮年部補助金

区分 ②奨励・支援的事業補助

該当例規等 水産業振興対策事業補助金交付規程

基本目標5_ブランド糸島で活気あふれるまちづくり

政策１_農林水産業の振興

施策①_農林水産業の活性化

【補助対象者】

交流会参加者（消費者サイド）（年間）
50 人

【補助対象事業】

ＪＦ糸島青壮年部交流事業

ＪＦ糸島青壮年部

【補助対象経費】

ＪＦ糸島青壮年部交流事業

【補助率】

【積算根拠ほか】

糸島漁協青壮年部との協議により18,000円を補助する。


